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株主各位

証券コード　4351
2022年３月９日

株 主 各 位
神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号
株式会社山田債権回収管理総合事務所
代表取締役社長 山 田 晃 久

１．日 時 2022年３月30日（水曜日）午前10時（受付開始　午前９時30分）
２．場 所 神奈川県横浜市西区北幸一丁目３番23号

横浜ベイシェラトン　ホテル＆タワーズ　５階　「日輪」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第41期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならび

に会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第41期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役６名選任の件
第４号議案 監査役２名選任の件
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
第６号議案 取締役の報酬額決定の件

以　上

第41回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第41回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、株主の皆様におかれましては、健康状態にかかわらず、可能

な限り当日のご来場をお控えいただき、書面による事前の議決権行使をお願い申しあげます。お手数ながら後記
の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年
３月29日（火曜日）午後５時30分（当社営業終了時刻）までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあ
げます。

敬　具
記

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
本招集ご通知に添付すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法

令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.yamada-
servicer.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通知提供書面には記載しておりません。従いまして、本招集ご通知書面
に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人又は監査役が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査し
た連結計算書類及び計算書類の一部であります。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウ

ェブサイト（アドレス　https://www.yamada-servicer.co.jp）に掲載させていただきます。
株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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当事業年度の事業の状況

（2021年 1 月 1 日から
2021年12月31日まで）

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
⑴ 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度（2021年１月１日～2021年12月31日）における我が国経済は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により厳しい状況におかれました。今後の経済情勢について引続き注
視していく必要があります。

このような環境下、当社グループは、「顧客第一主義」を経営理念に掲げ、「不動産・債権
に関するワンストップサービスの提供」をビジネスモデルとして、サービサー事業、派遣事
業、不動産ソリューション事業等を展開してまいりました。

当連結会計年度の経営成績は、売上高が2,188百万円（前期比4.4％増）となり、営業利益
は96百万円（前年営業損失200百万円）、経常利益は95百万円（前年経常損失178百万
円）、親会社株主に帰属する当期純利益は144百万円（前年親会社株主に帰属する当期純損失
189百万円）となりました。

セグメントの経営成績は次のとおりであります。
（サービサー事業）
サービサー事業においては、既存の購入済債権からの回収等が順調に進み、売上高は769百

万円（前期比92.7％増）、セグメント利益は402百万円（前期比596.0％増）となりまし
た。また、買取債権も順調に積み上がり、来期以降の材料となります。

（派遣事業）
派遣事業においては、派遣先の業況が比較的順調に推移したことから、売上高は1,363百万

円（前期比9.1％増）、セグメント利益は214百万円（前期比68.2％増）となりました。
（不動産ソリューション事業）
不動産ソリューション事業は、借地権負担付土地の仕入れが不調に終わったことから、売上

高は81百万円（前期比82.9％減）、セグメント損失は24百万円（前年はセグメント利益92
百万円）となりました。借地権負担付土地に関するニーズは底堅いことから、今後も注力して
まいります。
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当事業年度の事業の状況

② 設備投資の状況
特記すべき事項はありません。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度中に、事業資金として、複数の金融機関より短期借入金として総額1,100

百万円の調達を実施した一方で、総額1,290百万円の借入を返済しており、当連結会計年度
末における借入金総額は、1,750百万円と前連結会計年度末に比べ190百万円の減少となり
ました。

その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分
第 38 期
(2018年
12月期)

第 39 期
(2019年
12月期)

第 40 期
(2020年
12月期)

第 41 期
(当連結会計年度)

(2021年
12月期)

売 上 高(千円) 2,038,584 2,154,360 2,095,689 2,188,922
経 常 利 益 ( △ 損 失 )(千円) △161,607 335,204 △178,563 95,284
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 ( △ 損 失 )(千円) △171,806 575,742 △189,729 144,565

１ 株 当 た り 当 期
純 利 益 ( △ 損 失 ) (円) △40.33 135.16 △44.54 33.93

総 資 産(千円) 3,791,133 6,220,483 6,179,179 6,138,083
純 資 産(千円) 2,695,397 3,263,546 3,053,329 3,190,272
１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 632.77 766.15 716.80 748.96

⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況
企業集団の財産及び損益の状況の推移

（注）第41期（当連結会計年度）の状況につきましては、前記「⑴　当連結会計年度の事業の状況」に記載の
とおりであります。

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

(ⅰ) 親会社との関係
当社の親会社は司法書士法人山田合同事務所、土地家屋調査士法人山田合同事務所、他１

社であります。
当社代表取締役山田晃久は、2008年９月１日付で司法書士法人山田合同事務所及び土地家

屋調査士法人山田合同事務所の社員に就任しており、両法人に対してそれぞれ出資を行って
おります。

山田晃久は両法人の緊密な者に該当し、かつ同氏は当社の議決権の62.43％（同意してい
る者の議決権及び間接保有を含む。）を保有しているため、両法人は当社の親会社に該当
し、また、同氏は当社の親会社等に該当しております。

親会社と当社との間には、事業活動を行う上での承認事項等、当社の重要な財務及び事業
の方針に関する特段の制約はありません。当社は当社独自の経営判断で事業活動や経営上の
決定を行っており、親会社からの一定の独立性が確保されているものと考えております。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名
又 は 組 合 の 名 称

資 本 金
又は受入出資金

当社の議決権比率
又は出資比率 主 要 な 事 業 内 容

＜子会社＞

株 式 会 社 山 田
資 産 コ ン サ ル 200,000千円 100.0％ 不動産の売買・仲介・賃貸・コンサルテ

ィング業務

ワイエスインベストメント
株 式 会 社 300,000 100.0 投資業務

株 式 会 社 山 田 知 財 再 生 3,000 100.0 知的財産権に関する業務

＜関連会社＞
エスアンドワイパートナー
ズ１号投資事業有限責任組
合

2,581,000 42.2 中堅・中小企業向け事業承継ファンド

(ⅱ) 親会社等との間の取引に関する事項
当社は2009年７月１日より、司法書士法人山田合同事務所及び土地家屋調査士法人山田合

同事務所への派遣事業を開始し、2012年６月末をもって派遣受入期間（派遣法第40条の２・
第３項）が満了したため一時休止しておりましたが、2013年９月１日より派遣事業を再開い
たしました。

当連結会計年度において同各法人に対し総額1,134,545千円（売上高）の取引があります。
労働者派遣業務報酬は、派遣労働者の人件費に一定割合を乗じて決定しております。
料率は、大手の労働者派遣事業者の料率を勘案して同水準となるよう検討し決定しておりま

す。
当社取締役会は、このような取引条件を把握し、当社グループの利益を害するものではない

ことを確認したうえで、取引の適正性・妥当性を判断しております。

② 重要な子会社および関連会社の状況

（注）当事業年度末日において特定完全子会社はありません。
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対処すべき課題

⑷ 対処すべき課題
＜サービサー事業＞
買取債権の確保
当事業の収益の大半は買取債権からの回収によるものであり、買取債権の確保は重要な課題
であります。金融機関による債権の売却市場は需給関係を反映して取引価格は高止まりしてお
ります。買取価格は収益に直接影響するため、価格提示力を強化するとともに、回収手法、担
保評価、回収実績等を検証して買取価格を適正な水準に保つよう努めております。

事業再生等への注力
事業再生等の案件は比較的高い収益率が期待されるものの、個別性が強く提案型のものが多
いという特徴があり、継続的な案件獲得が課題であります。当社が単独で債権を買取る以外に
も、第三者と協働で取組む、投資スキームを活用する等、多様な選択肢があります。当社は債
権買取機能、各種コンサルティング機能、出資機能等を活用して案件に取組むことになりま
す。こうした機能の強化とともに、関係者との調整をはかりながら案件を処理する能力を磨い
ております。

関係者との協働
当事業を進めるうえで金融機関、投資家、専門家等と協働することが多くなっております。
そのため金融機関との業務提携、専門家とのネットワークの拡充等に努めております。

サービサー法等の動向
当事業はサービサー法により法務大臣から営業を許可された事業であり、同法に関連する法
令等の動向には特段の注意を払っております。
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対処すべき課題

＜派遣事業＞
当事業は派遣先の経営環境に大きく影響を受けます。当社は山田グループ各社を主な派遣先
としており、派遣先の経営環境を把握しやすい関係にあります。今後ともこの利点を活かした
運営に努めます。
また派遣先の専門性の高い業務に対応可能な人材を継続的に確保することが重要な課題であ
ります。人事・教育・研修制度の整備等を進めるとともに、派遣先の協力も得ながら良好な労
働環境を整え、人材確保に努めてまいります。
あわせて山田グループ以外の派遣先の確保に努めてまいります。

＜不動産ソリューション事業＞
当事業が主な対象とする借地権負担付土地の所有者、借地権者へいかにアクセスできるかが
最大の課題であります。そのため山田グループ各社との連携、金融機関、不動産業者、弁護
士、税理士等へのアプローチ等を継続的に実施しております。

＜山田グループ各社との連携強化＞
山田グループは司法書士法人を中核としたグループで、登記関連業務、相続関連業務等にお
いて相応の営業基盤を有しております。当社グループの「不動産・債権に関するワンストップ
サービスの提供」というビジネスモデルを実践していくうえで、山田グループ各社との連携は
有用と考えております。山田グループ各社との適切な関係を維持したうえで、今後とも連携を
強化してまいります。
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

⑸ 主要な事業内容（2021年12月31日現在）
当社グループは、サービサー事業（債権管理回収業務、事業再生支援業務）、派遣事業（労働
者派遣業務、有料職業紹介業務）ならびに不動産ソリューション事業（不動産の売買・仲介・賃
貸・コンサルティング業務）を主な事業としております。

名　　称 所　　在　　地

本 社 神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号
横浜ＳＴビル

東 京 支 店 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号
国際ビル

名　　称 所　　在　　地
株 式 会 社 山 田 資 産
コ ン サ ル

神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号
横浜ＳＴビル

ワイエスインベストメント
株 式 会 社

神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号
横浜ＳＴビル

株 式 会 社 山 田
知 財 再 生

東京都千代田区丸の内三丁目１番１号
国際ビル

⑹ 主要な営業所及び工場（2021年12月31日現在）
① 当社の主要な営業所

② 子会社の主要な営業所
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使用人の状況、主要な借入先の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減
サ ー ビ サ ー 事 業 19 （3）名 1名増（－）
派 遣 事 業 201 （10）名 －（2名減）
不動産ソリューション事業 － （－）名 －（－）
そ の 他 の 事 業 － （－）名 －（－）
全 社 （ 共 通 ） 21 （3）名 5名増（2名減）

合　　　計 241 （16）名 6名増（4名減）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
241(16)名 6名増（4名減） 43.4歳 8年

⑺ 使用人の状況（2021年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。
② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

借　　　入　　　先 借　　　入　　　額

株 式 会 社 横 浜 銀 行 　　　　　　　　　　600百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 　　　　　　　　　　500

株 式 会 社 神 奈 川 銀 行 　　　　　　　　　　200

株 式 会 社 北 陸 銀 行 　　　　　　　　　　200

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 　　　　　　　　　　150

株 式 会 社 静 岡 銀 行 　　　　　　　　　　100

⑻ 主要な借入先の状況（2021年12月31日現在）

（注）１. 当社は運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、主要取引銀行７行と総額34億円の当座貸越
契約を締結しております。

２. 当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は17億5千万円であります。
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株式の状況、新株予約権等の状況

① 発行可能株式総数 15,072,000株
② 発行済株式の総数 4,268,000株
③ 株主数 4,879名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

山 田 晃 久 1,494千株 35.09％

有 限 会 社 ヤ マ ダ 870 20.42

株 式 会 社 横 浜 銀 行 210 4.93

山  田  由 紀 子 176 4.13

星 川 　 輝 88 2.07

株 式 会 社 青 山 財 産 ネ ッ ト ワ ー ク ス 84 1.99

田  中  真 規 子 58 1.38

齋 藤 純 菜 58 1.38

柴 山 コ ン サ ル タ ン ト 株 式 会 社 52 1.22

株 式 会 社 サ エ ラ 50 1.17

２. 会社の現況
⑴ 株式の状況（2021年12月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（8,434株）を控除して計算しております。

⑵ 新株予約権等の状況
① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2021年12月

31日現在）
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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会社役員の状況

氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

山 田 晃 久 代 表 取 締 役 社 長

司法書士法人山田合同事務所社員
土地家屋調査士法人山田合同事務所社員
株式会社山田資産コンサル代表取締役
株式会社ヤマダ代表取締役
ワイエスインベストメント株式会社代表取締役
株式会社山田エスクロー信託取締役会長
株式会社山田知財再生代表取締役
山田事業承継・Ｍ＆Ａ株式会社代表取締役
一般社団法人全国サービサー協会副理事長
特定非営利活動法人こくみん再生支援ネットワー
ク代表理事

米 田 　 豊 取締役統括本部長 兼 営業
本部長

ワイエスインベストメント株式会社取締役
株式会社山田知財再生取締役
司法書士法人山田合同事務所顧問
土地家屋調査士法人山田合同事務所顧問

田 中 光 行
取締役管理本部長 兼 総務
部長、個人情報保護管理担
当、コンプライアンス担当

株式会社山田資産コンサル取締役
ワイエスインベストメント株式会社取締役
株式会社山田知財再生取締役
株式会社ワイ・エス・シー監査役

新 川 洋 司
取締役営業副本部長 兼 東
京支店長 兼 サービサー推
進部長

―

大 谷 明 弘 取 締 役 大谷・佐々木・棚田法律事務所パートナー弁護士
権 田 修 一 取 締 役 東京富士法律事務所パートナー弁護士

江 尻 秀 行 常 勤 監 査 役
株式会社山田資産コンサル監査役
株式会社山田エスクロー信託監査役
山田事業承継・Ｍ＆Ａ株式会社監査役

安 藤 　 匡 監 査 役 税理士法人トップ会計事務所代表社員

小 松 誠 志 監 査 役
小松誠志税理士事務所開業税理士
文京学院大学大学院客員教授
青山学院大学専門職大学院非常勤講師

⑶ 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2021年12月31日現在）
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会社役員の状況

（注）１．取締役大谷明弘氏及び権田修一氏は、社外取締役であります。
２．当社は、取締役大谷明弘氏及び権田修一氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査役安藤匡氏及び小松誠志氏は、社外監査役であります。
４．監査役安藤匡氏及び小松誠志氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有しております。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、2021年３月30日開催の第40回

定時株主総会において補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役　吉田　宏次

② 取締役及び監査役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る
決定方針等に係る事項を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個
人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決
議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しておりま
す。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等に係る事項の内容の概要は次のとおりであ
ります。

１．基本方針
当社の取締役の報酬は、優秀な人材を確保・維持できる⽔準を勘案しつつ、 当社グループ

の業績向上及び企業価値の増大へのモチベーションを高めることを主眼においたものとする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は基本報酬のみとするものの、単年度における当社グルー
プ及び個人の業績評価を勘案して基本報酬額を増減させるものとし、監督機能を担う社外取締
役については、その職務に鑑み、原則として増減しない基本報酬のみとする。

２．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決
定に関する方針を含む。)

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬を現⾦にて支給するものとし、その額は、各取
締役の役位、常勤・非常勤の別、担当職務及び貢献度、世間⽔準、経営状況、従業員給与との
バランス等（業務執行取締役については、単年度における当社グループ及び個人の業績評価も
含む。）を総合的に勘案して決定するものとする。役員退職慰労⾦は、株主総会決議が得られ
ることを条件として、役員退任後に現⾦にて支給するものとし、その額は、当社の役員退職慰
労⾦規程に基づき、原則として退職時の報酬月額、役員在任年数及び功績倍率等を総合的に勘
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会社役員の状況

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

６名
（２）

147,054千円
(6,500)

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

３
（２）

15,903
(5,200)

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

９
（４）

162,957
(11,700)

案して決定するものとする。

３．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容につい

て委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬の具体的額の決定とする。代表
取締役社長に一任した場合であっても、代表取締役社長が独断で決定するということではな
く、人事・経理担当役員が、前項方針を勘案のうえ原案となる支給基準を作成し、代表取締役
社長が、前記「基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針」に従って、最終的な決定
を行うこととする。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、2021年３月30日開催の第40回定時株主総会において、年額240百万円以

内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は６名です。
３．監査役の報酬限度額は、2004年３月26日開催の第23回定時株主総会において月額４百万円以内と

決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。
４．上記の支給額には、以下のものが含まれております。

当該事業年度における役員退職慰労引当⾦の繰入額19,435千円（取締役６名分18,303千円（うち
社外取締役２名分500千円）、監査役３名分1,132千円（うち社外監査役２名分400千円))

５．当事業年度において、社外役員が当社の親会社等又は当社親会社等の子会社等（当社を除く）から
支給された役員報酬等はありません。
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会社役員の状況

氏 名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 大 谷 明 弘
当事業年度に開催された取締役会22回のうち21回に出席いたしま
した。弁護士としての豊富な経験に基づき、専門的な見地から必要
な発言を適宜行っております。

取締役 権 田 修 一
当事業年度に開催された取締役会22回のうち22回に出席いたしま
した。弁護士としての豊富な経験に基づき、専門的な見地から必要
な発言を適宜行っております。

監査役 安 藤 　 匡

当事業年度に開催された取締役会22回のうち22回、監査役会15回
のうち15回のそれぞれに出席いたしました。税理士としての豊富な
経験に基づき、専門的な見地から、取締役会ならびに監査役会にお
いて必要な発言を適宜行っております。

監査役 小 松 誠 志

当事業年度に開催された取締役会22回のうち21回、監査役会15回
のうち14回のそれぞれに出席いたしました。税理士としての豊富な
経験に基づき、専門的な見地から、取締役会ならびに監査役会にお
いて必要な発言を適宜行っております。

③ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役大谷明弘氏は、大谷・佐々木・棚田法律事務所のパートナー弁護士であります。当
社と同事務所との間には顧問契約及び委任契約等の取引関係があります。

・取締役権田修一氏は、東京富士法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社と同事
務所との間には重要な取引関係はありません。

・監査役安藤匡氏は、税理士法人トップ会計事務所の代表社員でありますが、当社と同事務
所との間には重要な取引関係はありません。

・監査役小松誠志氏は、小松誠志税理士事務所開業税理士、文京学院大学大学院客員教授及
び青山学院大学専門職大学院非常勤講師でありますが、当社と各兼職先との間には重要な
取引関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況

RSM清和監査法人

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 29百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金
銭その他の財産上の利益の合計額 29百万円

⑷ 会計監査人の状況
① 名称 RSM清和監査法人

② 報酬等の額

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の報酬等の額について監査役会が同意をした理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を

通じて、会計監査人の品質管理体制及び監査実施態勢、監査計画の内容、報酬見積の算出根拠
等を検討した結果、会計監査人の報酬等が妥当であると判断し、会社法第399条第１項の同意
を行っております。
④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役会が監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役
会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨
及びその理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制

⑸ 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
① 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．取締役の職務執行に係る文書・情報については文書管理規程及び情報システム関連規程等
に従って、適切に作成、保存又は廃棄する。

ロ．保存期間は、文書･情報の種類、重要性に応じて社内規程に規定された期間とする。
ハ．取締役及び監査役はいつでもこれら保存された文書・情報を閲覧し得るものとする。
② 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、当社グループ全体のリスク
管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を
設置し、顧問弁護士等を含む外部専門家の助言を得て迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し
これを最小限に止めることとする。また、取締役会は、毎年、リスク管理体制について見直し
を行う。
③ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．当社は、取締役の職務執行について、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、
それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定め、効率的に職務の執行が行
われる体制を整える。
ロ．当社の取締役会は、毎月１回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会
を開催し、経営基本方針・戦略を始めとし、経営上重要な意思決定を機動的に行い、業績の
進捗状況、業務の執行状況の効率性について報告するものとする。
ハ．当社は、すべての取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、３事業年度を期間とす
る中期計画及び単年度計画の目標達成に向けて具体策を立案・実行するものとする。

④ 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ．当社は、当社グループ共通の社是、経営理念、経営方針に基づき、代表取締役が繰り返し
その精神を役職員へ伝え、また教育・研修を通して、法令及び定款等の遵守をあらゆる企業
活動の前提とすることを徹底するものとする。
ロ．当社は、行動規範とコンプライアンス規程に基づき、社外取締役である弁護士も参加する
コンプライアンス委員会において当社グループ全体のコンプライアンスに関する体制・規
程・年度計画･研修計画等を審議するほか、内部通報制度の運用等を討議する。また、代表
取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を中心にコンプライアンスの推進強化・徹底
を図る。
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業務の適正を確保するための体制

ハ．当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断すると
ともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と密接に連携し、当社グル
ープを挙げて毅然とした態度で対応することとする。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社の経営について、子会社の自主性を尊重しつつ、当社における関係会社管
理規程に基づき、重要な事項については事前に協議するとともに、経営内容を的確に把握す
るために報告事項を定め、定期的に報告を受ける。
ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理等について、リスク管理について
定める関連規程等に基づき、リスクマネジメントを行う。また、取締役会は、毎年、リスク
管理体制についても見直しを行う。
ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ
における位置づけ等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構
築されるよう監督する。
当社は、子会社における意思決定について、子会社の取締役会規程、職務権限規程その他
各種規程に基づき、子会社における業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効
率的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行う。
ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
当社は、法令及び定款に適合することを確保するための子会社の内部監査は、当社の内部
監査室が、関連規程等に基づき実施し、検証及び助言を行う。また、当社監査役において子
会社の監査役と意見交換を行い連携する。

⑥ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項
監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な員数及び求めら
れる資質について、監査役と協議の上、適任と認められる人員を配置する。
ロ．前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外から
の指揮命令は受けない。また、監査役の職務を補助すべき使用人の任命･異動･人事評価及び
懲戒等については、監査役の意見を尊重する。
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業務の適正を確保するための体制

ハ．当社の監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役に専属することとし、他の業務を一切兼務さ
せないことにより、監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性を確保する。
ニ．当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関す
る体制
取締役及び使用人は、当社や子会社の事業の状況、コンプライアンスやリスクマネジメ

ントなどの内部統制システムの整備及び運用の状況、内部通報の状況及び事案の内容その他
あらかじめ協議決定した事項などを監査役に定期的に報告する。
また、内部監査室は、その監査計画や監査結果を監査役に定期的に報告する。
さらに、内部通報があった場合、内部通報制度を担当する部署は内部通報の記録を監査

役に報告する。
ホ．報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制
当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告を
したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び
使用人に周知徹底する。
ヘ．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前
払い等の請求をしたときは、必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債
務を処理する。

⑦ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境
整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
また、監査役は必要に応じ、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、会計監査人から
定期的に会計監査に関する報告を受けて意見交換を行う。
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業務の適正を確保するための体制

⑧ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社の取締役会は、取締役６名（うち、社外取締役２名）で構成されており、その取締役会
には取締役及び監査役が出席して、各取締役から職務執行状況の報告が行われるとともに、重
要事項の審議・決議を行っております。
取締役会において、社外取締役（２名）は独立役員として決議に加わるとともに弁護士とし
ての豊かな経験と見識から客観的視点で当社の経営に関する積極的な助言、職務執行の監督及
び利益相反の監督を行っており、社外監査役（２名）は税理士としての財務及び会計に関する
適切な知見を監査に反映することで当社の監査体制の強化を図っております。また、社外取締
役及び社外監査役をメンバーとする意見交換会を開催し情報共有に努めております。
監査役会は３名（うち、社外監査役２名）で構成されており、監査役会において定めた監査
方針・監査計画に基づき監査を行っております。また、監査役が取締役の職務執行の状況やコ
ンプライアンスに関する問題点を監視する体制を整備し、月に１回開催する定例監査役会にお
いて常勤監査役からの日常業務レベルでの監査状況の報告をはじめとして監査役相互による意
見交換を行っております。その他、内部監査室による内部監査結果の報告を都度受けるととも
に内部監査室及び会計監査人との意見交換等を行い、監査の実効性の向上を図っております。
当年度は、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、社内規程の全面的見
直しが必要であるとの認識の下、ワーキングチームによる提案を受け、「内部通報制度運用規
程」を改訂しました。また、内部監査による指摘等を契機として、サービサー業務の専門性を
高め業務の適正化・明確化を図るために、「反社会的勢力の排除に関するサービサー業務基準
書」を改訂しました。
当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための取組みとして、主と
して山田グループ内の関連当事者取引の厳正な運営管理が重要であるとの認識の下、役員・従
業員に対して「関連当事者取引要領」の周知徹底・運用定着化を図るとともに取引実績の集計
結果を定期的に取締役会に報告しております。
法務大臣の許可を受けたサービサー会社の責務を全社員が認識し、コンプライアンス体制の
維持及びリスク管理につとめ、役員・従業員一体となったコンプライアンス研修のほか、事業
部門ごとの勉強会を実施しております。また、毎月実施される当社グループの幹部管理職会議
では、部門ごとのリスク発生状況の報告、再発防止策の徹底等を行っております。
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連結貸借対照表

（2021年12月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
仕 掛 品
買 取 債 権
販 売 用 不 動 産
未 収 入 金
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
リ ー ス 資 産
施 設 利 用 権
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
差 入 保 証 金 ・ 敷 金
そ の 他　

5,369,111
1,349,923
160,290
1,163

4,106,123
192,818
90,343
65,243
79,373

△676,167
768,971
62,897
5,553
573

39,540
17,230
9,443
2,243
7,200

0
696,630
462,227
156,518
77,884　

流 動 負 債 1,970,777
買 掛 金 1
短 期 借 入 金 1,750,000
未 払 金 91,433
リ ー ス 債 務 20,531
未 払 法 人 税 等 17,226
預 り 金 32,417
賞 与 引 当 金 17,300
そ の 他 41,865

固 定 負 債 977,033
リ ー ス 債 務 25,999
繰 延 税 金 負 債 57,007
退職給付に係る負債 232,572
役員退職慰労引当金 628,970
預 り 保 証 金 21,280
資 産 除 去 債 務 11,091
そ の 他 111

負 債 合 計 2,947,810
純 資 産 の 部

科　　目 金　　額
株 主 資 本 3,034,570

資 本 金 1,084,500
資 本 剰 余 金 806,840
利 益 剰 余 金 1,146,457
自 己 株 式 △3,228

その他の包括利益累計額 155,702
その他有価証券評価差額金 155,702

非 支 配 株 主 持 分 －
純 資 産 合 計 3,190,272

資 産 合 計 6,138,083 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,138,083

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（2021年 1 月 1 日から
2021年12月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,188,922
売 上 原 価 1,485,349

売 上 総 利 益 703,572
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 606,909

営 業 利 益 96,662
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,088
家 賃 収 入 10,592
保 険 配 当 金 797
投 資 事 業 組 合 利 益 16,327
設 備 賃 貸 料 10,685
そ の 他 8,688 54,180

営 業 外 費 用
支 払 利 息 23,881
家 賃 原 価 2,366
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 27,120
そ の 他 2,190 55,558
経 常 利 益 95,284

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 95,284
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △40,568
法 人 税 等 調 整 額 △8,711 △49,280
当 期 純 利 益 144,565
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 144,565

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2021年 1 月 1 日から
2021年12月31日まで）

（単位：千円）

残高及び変動事由
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 2 1 年 1 月 1 日 期 首 残 高 1,084,500 806,840 1,044,488 △3,167 2,932,661

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― △42,596 ― △42,596

親会社株主に帰属する当期純利益 ― ― 144,565 ― 144,565

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― △60 △60

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 101,968 △60 101,908

2021年12月31日期末残高 1,084,500 806,840 1,146,457 △3,228 3,034,570

残高及び変動事由

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

その他の包括
利 益 累 計 額
合 計

2 0 2 1 年 1 月 1 日 期 首 残 高 120,667 120,667 ― 3,053,329

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― △42,596

親会社株主に帰属する当期純利益 ― ― ― 144,565

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― △60

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 35,034 35,034 ― 35,034

連結会計年度中の変動額合計 35,034 35,034 ― 136,943

2021年12月31日期末残高 155,702 155,702 ― 3,190,272

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2021年12月31日現在） （単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
仕 掛 品
買 取 債 権
販 売 用 不 動 産
前 払 費 用
未 収 入 金
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
車 両 運 搬 具
器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
無 形 固 定 資 産
リ ー ス 資 産
施 設 利 用 権
電 話 加 入 権
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
差 入 保 証 金 ・ 敷 金
投 資 不 動 産
そ の 他　

4,505,440
616,034
133,514
1,163

4,106,123
106,514
34,406
90,343
49,196
44,314

△676,167
1,263,980
62,695
5,351
16,171
1,058
573

39,540
9,443
2,243
7,200

0
1,191,841
454,410
503,727
155,818
77,778
106　

流 動 負 債 1,965,885
買 掛 金 1
短 期 借 入 金 1,750,000
リ ー ス 債 務 20,531
未 払 金 91,405
未 払 法 人 税 等 16,064
未 払 費 用 4,005
未 払 消 費 税 等 35,379
預 り 金 30,710
賞 与 引 当 金 17,300
そ の 他 485

固 定 負 債 975,057
リ ー ス 債 務 25,999
退 職 給 付 引 当 金 232,572
役員退職慰労引当金 628,970
繰 延 税 金 負 債 56,429
預 り 保 証 金 21,020
資 産 除 去 債 務 9,954
そ の 他 111

負 債 合 計 2,940,943
純 資 産 の 部
科　　目 金　　額

株 主 資 本 2,673,804
資 本 金 1,084,500
資 本 剰 余 金 806,840
資 本 準 備 金 271,125
そ の 他 資 本 剰 余 金 535,715
利 益 剰 余 金 785,691
そ の 他 利 益 剰 余 金 785,691
別 途 積 立 金 100,000
繰 越 利 益 剰 余 金 685,691

自 己 株 式 △3,228
評 価 ・ 換 算 差 額 等 154,674
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 154,674

純 資 産 合 計 2,828,478
資 産 合 計 5,769,421 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,769,421

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（2021年 1 月 1 日から
2021年12月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,135,017
売 上 原 価 1,421,533
売 上 総 利 益 713,483

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 590,061
営 業 利 益 123,421

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 6,763
家 賃 収 入 10,592
保 険 配 当 金 797
投 資 事 業 組 合 利 益 16,327
設 備 賃 貸 料 10,698
そ の 他 8,066 53,246

営 業 外 費 用
支 払 利 息 24,163
家 賃 原 価 2,366
投 資 事 業 組 合 損 失 27,120
そ の 他 3,022 56,672
経 常 利 益 119,995
税 引 前 当 期 純 利 益 119,995
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △41,247
法 人 税 等 調 整 額 △10,544 △51,792
当 期 純 利 益 171,787

損　益　計　算　書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2021年 1 月 1 日から
2021年12月31日まで）

（単位：千円）

残高及び変動事由

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

2021年1月1日期首残高 1,084,500 271,125 535,715 806,840 100,000 556,500 656,500 △3,167 2,544,673
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △42,596 △42,596 － △42,596
当 期 純 利 益 － － － － － 171,787 171,787 － 171,787
自己株式の取得 － － － － － － － △60 △60
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － － － － 129,191 129,191 △60 129,130
2021年12月31日期末残高 1,084,500 271,125 535,715 806,840 100,000 685,691 785,691 △3,228 2,673,804

残高及び変動事由
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2021年1月1日期首残高 120,667 120,667 2,665,341
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － △42,596
当 期 純 利 益 － － 171,787
自己株式の取得 － － △60
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

34,006 34,006 34,006

事業年度中の変動額合計 34,406 34,006 163,137
2021年12月31日期末残高 154,674 154,674 2,828,478

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2022年２月15日

株式会社山田債権回収管理総合事務所
取締役会　御中

RSM清和監査法人　東京事務所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 市 川 　 裕 之 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 本 　  亮 ㊞

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社山田債権回収管理総合事務所の2021年
１月１日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社山田債権回収管理総合事務所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2022年２月15日

株式会社山田債権回収管理総合事務所
取締役会　御中

RSM清和監査法人　東京事務所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 市 川 　 裕 之 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 本 　  亮 ㊞

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社山田債権回収管理総合事務所の
2021年１月１日から2021年12月31日までの第41期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類に係る会計監査報告

－ 28 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2022/03/01 12:09:20 / 21818866_株式会社山田債権回収管理総合事務所_招集通知

計算書類に係る会計監査報告

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2021年1月1日から2021年12月31日までの第41期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下の通り報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境
の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業
所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取
締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために
必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取
締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの
判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容につい
て検討を加えました。
④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。
２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。
④　事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社
の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかに
ついての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人RSM清和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人RSM清和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年２月22日
株式会社山田債権回収管理総合事務所　監査役会

常勤監査役 江 尻 秀 行 ㊞
社外監査役 安 藤 　 匡 ㊞
社外監査役 小 松 誠 志 ㊞

　
以　上
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、業績・配当性向を総合的
に勘案しながら安定的かつ継続的な配当の維持を基本方針としております。また、内部留保資金
につきましては、企業体質の強化を図り将来の事業拡大のために活用していく方針であります。
この配当政策に基づき慎重に検討しました結果、第41期の期末配当につきましては、安定配

当を維持するという基本方針と、株主の皆様の日頃のご支援にお応えする必要があること等を考
慮いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は42,595,660円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年３月31日といたしたいと存じます。
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定款一部変更議案

現 行 定 款 変 更 案
（株主総会参考書類等のインターネット開示
とみなし提供）
第１５条　当会社は、株主総会の招集に際
し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類
および連結計算書類に記載または表示をすべ
き事項に係る情報を、法務省令に定めるとこ
ろに従いインターネットを利用する方法で開
示することにより、株主に対して提供したも
のとみなすことができる。

（新　　　設）

（削　　　除）

（株主総会参考書類等の電子提供措置）
第１５条　当会社は、株主総会の招集に際
し、株主総会参考書類等の内容である情報に
ついて、電子提供措置をとるものとする。
（２） 当会社は、電子提供措置事項のうち法
務省令で定めるものの全部または一部につい
て、書面交付を請求した株主に対して交付す
る書面に記載することを要しないものとす
る。

第２号議案 定款一部変更の件

１．提案の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のと
おり当社定款を変更するものであります。
(１) 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨を定めるものであります。
(２) 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設けるものであります。
(３) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更部分を示します。）
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定款一部変更議案

現 行 定 款 変 更 案
（新　　　設） 附則

第１条　変更前定款第１５条の規定の削除お
よび変更後定款第１５条の規定の新設は、会
社法の一部を改正する法律（令和元年法律第
７０号）附則第１条ただし書きに定める施行
日（以下、「施行日」という。）から効力を
生ずるものとする。
（２）施行日から次の定めを有するものとす
る。なお、本定めは、施行日から６か月を経
過した日、もしくは施行日から６か月以内に
開催する最後の株主総会の日から３か月を経
過した日のいずれか遅い日まで、効力を有す
るものとする。
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類、事業報告、計算書類および連結計
算書類に記載または表示をすべき事項に係る
情報を、法務省令に定めるところに従いイン
ターネットを利用する方法で開示することに
より、株主に対して提供したものとみなすこ
とができる。
（３）本条は、前項で定めるいずれか遅い日
をもってこれを削除する。
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取締役選任議案

候 補 者
番 　 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

やま

山
 

　
 

　
だ

田
 

　
 

　
あき

晃
 

　
 

　
ひさ

久
(1946年６月８日生)

    1981年    10月 当社（当時　山田測量設計株式会社）設
立　代表取締役（現任）

1,494,800株

（重要な兼職の状況）
司法書士法人山田合同事務所社員
土地家屋調査士法人山田合同事務所社員
株式会社山田資産コンサル代表取締役
株式会社ヤマダ代表取締役
ワイエスインベストメント株式会社代表取締役
株式会社山田エスクロー信託取締役会長
株式会社山田知財再生代表取締役
山田事業承継・Ｍ＆Ａ株式会社代表取締役
一般社団法人全国サービサー協会副理事長
特定非営利活動法人こくみん再生支援ネットワーク
代表理事

(取締役候補者とした理由)
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、1981年当社設立以来、代表取締役として当社

の経営戦略の決定、当社グループの事業拡大を推進してまいりました。今後も当社経営を担うこと
が期待されるため、引き続き取締役候補者としました。

第３号議案 取締役６名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６

名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役選任議案

候 補 者
番 　 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

２

よね

米
 

　
 

　
た

田
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
ゆたか

豊
(1954年４月25日生)

    1978年    4 月 株式会社日本債券信用銀行（現　株式会
社あおぞら銀行）入行

    2005年    9 月 あおぞら債権回収株式会社代表取締役
    2009年    7 月 当社入社
    2010年    1 月 当社営業副本部長 兼 東京支店長
    2010年    3 月 当社取締役営業副本部長 兼 東京支店長
    2020年    3 月 当社取締役統括本部長 兼 営業本部長

（現任） 4,000株

（重要な兼職の状況）
株式会社山田資産コンサル取締役
ワイエスインベストメント株式会社取締役
株式会社山田知財再生取締役
司法書士法人山田合同事務所顧問
土地家屋調査士法人山田合同事務所顧問

(取締役候補者とした理由)
金融業界、サービサー業界における豊富な経験をもとに、現在は当社の取締役として営業部門を

統括し、指揮を執っております。当社の経営理念を実現し、事業戦略を実行できる人材と判断し、
引き続き取締役候補者としました。

３

た

田
 

　
 

　
なか

中
 

　
 

　
みつ

光
 

　
 

　
ゆき

行
(1976年６月11日生)

    2000年    4 月 帝人株式会社入社
    2008年    3 月 当社入社
    2010年    4 月 当社総務部総務課長代理
    2012年    4 月 当社総務部総務課長
    2016年    4 月 当社総務部次長
    2018年    3 月 当社取締役管理本部長 兼 総務部長（現

任）、個人情報保護管理担当（現任）、
コンプライアンス担当（現任）

1,300株

（重要な兼職の状況）
ワイエスインベストメント株式会社取締役
株式会社山田知財再生取締役
株式会社ワイ・エス・シー監査役

(取締役候補者とした理由)
幅広い分野での実務経験と実績を有し、現在は当社の取締役として、経理・総務・人事を担当

し、管理部門の指揮を執っております。今後の事業展開の中で当社グループの事業成長と企業価値
向上に寄与する適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者としました。
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取締役選任議案

候 補 者
番 　 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

４

しん

新
 

　
 

　
かわ

川
 

　
 

　
よう

洋
 

　
 

　
じ

司
(1963年４月23日生)

    1986年    4 月 株式会社日本債券信用銀行（現　株式会
社あおぞら銀行）入行

    2010年    9 月 あおぞら債権回収株式会社取締役
    2019年    5 月 当社入社　サービサー推進部長（現任）
    2020年    3 月 当社取締役営業副本部長 兼 東京支店長

（現任）

1,000株

(取締役候補者とした理由)
長年にわたり金融業界、サービサー業界で債権管理回収業務に携わってきた経験を有し、現在は

当社の取締役として、サービサー部門の指揮を執っております。当社の経営理念を実現し、事業戦
略を実行できる人材と判断し、引き続き取締役候補者としました。

５

おお

大
 

　
 

　
たに

谷
 

　
 

　
あき

明
 

　
 

　
ひろ

弘
(1971年12月22日生)

    2001年    10月 東京弁護士会登録
    2001年    10月 清水総合法律事務所（現　みずきパート

ナーズ法律事務所）入所
    2009年    3 月 当社社外取締役（現任）
    2010年    1 月 大谷総合法律事務所開設　所長
    2010年    3 月 大谷・佐々木法律事務所（現　大谷・

佐々木・棚田法律事務所）　パートナー
弁護士（現任）

―株

（重要な兼職の状況）
大谷・佐々木・棚田法律事務所パートナー弁護士

(社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要)
弁護士として豊かな経験と見識を有しており、社外取締役として客観的な視点から、当社経営に

対する監督を行っていただいており、コーポレート・ガバナンスの充実を図る当社の社外取締役と
して適任と考え、引き続き社外取締役候補者としました。なお、同氏は社外役員となること以外の
方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として中立的な観点から会社を経営する
役割にはむしろ好ましいとの認識から、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたし
ました。
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取締役選任議案

候 補 者
番 　 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

６

ごん

権
 

　
 

　
だ

田
 

　
 

　
しゅう

修
 

　
 

　
いち

一
(1966年８月14日生)

    2000年    4 月 第二東京弁護士会登録
鳥飼総合法律事務所入所

    2008年    1 月 同所パートナー弁護士
    2018年    4 月 東京富士法律事務所入所　パートナー

弁護士（現任）
    2019年    3 月 当社社外取締役（現任）

―株

（重要な兼職の状況）
東京富士法律事務所パートナー弁護士

(社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要)
弁護士として特に債権回収、事業承継、M&A、事業再生等、当社の事業分野における豊富な実

務経験と見識を有するとともに企業法務にも精通しており、社外取締役としてそれらを当社のコー
ポレート・ガバナンスの強化に活かしていただいているため、引き続き社外取締役候補者としまし
た。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁
護士として中立的な観点から会社を経営する役割にはむしろ好ましいとの認識から、社外取締役と
しての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

（注）１．取締役候補者山田晃久氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
同氏は、司法書士法人山田合同事務所の社員を兼務し、当社と同法人は労働者派遣業務に係る契約を

締結しており、当社と同法人の間には労働者派遣業務取引及びその派遣労働者に係る経費等の立替取引
があります。

同氏は、土地家屋調査士法人山田合同事務所の社員を兼務し、当社と同法人は労働者派遣業務に係る
契約を締結しており、当社と同法人の間には労働者派遣業務取引及びその派遣労働者に係る経費等の立
替取引があります。

同氏は、株式会社山田資産コンサルの代表取締役を兼務し、当社と同社は労働者派遣業務に係る契約
を締結しており、当社と同社の間には労働者派遣業務取引及びその派遣労働者に係る経費等の立替取引
があります。

同氏は、株式会社山田エスクロー信託の取締役会長を兼務し、当社と同社は労働者派遣業務に係る契
約を締結しており、当社と同社の間には労働者派遣業務取引及びその派遣労働者に係る経費等の立替取
引があります。

２．取締役候補者大谷明弘氏は、大谷・佐々木・棚田法律事務所のパートナー弁護士であり、当社と同事
務所との間には顧問契約及び委任契約等の取引関係があります。その他の各取締役候補者と当社との間
には、いずれも特別の利害関係はありません。

３．大谷明弘氏及び権田修一氏は、社外取締役候補者であります。
４．当社は大谷明弘氏及び権田修一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両

氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
５．大谷明弘氏及び権田修一氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は、本総会の終結の時をもって、大谷明弘氏は13年、権田修一氏は３年となります。

－ 38 －
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監査役選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

あん

安　　
どう

藤　　　　
ただし

匡
(1967年6月18日生)

2000年９月 増山雅久税理士事務所（現　税理士法人
トップ会計事務所）入所

2003年４月 税理士登録、税理士法人トップ会計事務
所社員

2008年１月 同法人代表社員（現任）
2018年３月 当社社外監査役（現任）

－株

（重要な兼職の状況）
税理士法人トップ会計事務所代表社員

（社外監査役候補者とした理由）
　税理士として財務会計に関する高度な専門知識を有し、また、長年にわたる税理士事務所での豊
富な実務経験により培った深い見識を、社外監査役として当社経営の助言や業務執行に対する適切
な監査に反映していただいており、引き続き社外監査役候補者としました。なお、同氏は社外役員
となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由のとおり、当社の
社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

第４号議案 監査役２名選任の件
監査役安藤匡氏及び小松誠志氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては監査
役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

－ 39 －
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監査役選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

２

こ

小　　
まつ

松　　
まさ

誠　　
し

志
(1977年5月22日生)

2005年２月 中村慈美税理士事務所入所
2007年５月 税理士登録
2012年４月 文京学院大学大学院経営学研究科客員

教授（現任）
2018年３月 当社社外監査役（現任）
2018年７月 小松誠志税理士事務所開業
2019年９月 青山学院大学専門職大学院非常勤講師

（現任）

－株

（重要な兼職の状況）
小松誠志税理士事務所開業税理士
文京学院大学大学院客員教授
青山学院大学専門職大学院非常勤講師

（社外監査役候補者とした理由）
　税理士として財務会計に関する高度な専門知識を有し、また、開業税理士として実務に携わる傍
ら、大学院において経営学の研究、講義を受け持つなど、培った豊富な経験を活かした客観的・専
門的な視点から当社経営の助言や業務執行に対する適切な監査に寄与いただいており、引き続き社
外監査役候補者としました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した
ことはありませんが、上記の理由のとおり、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できる
ものと判断しております。

（注）１．安藤匡氏及び小松誠志氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　　２．安藤匡氏及び小松誠志氏は、社外監査役候補者であります。
　　　３．安藤匡氏及び小松誠志氏は、現在当社の社外監査役でありますが、両氏の監査役としての

在任期間は、本総会終結の時をもっていずれも4年となります。

－ 40 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2022/03/01 12:09:20 / 21818866_株式会社山田債権回収管理総合事務所_招集通知

補欠監査役選任議案

氏 名
（ 生 　 年 　 月 　 日 ）

略 歴
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

よし

吉
 

　
 

　
 

 
だ

田
 

　
 

　
 

 
ひろ

宏
 

　
 

　
 

 
つぐ

次
(1970年10月28日生)

    1994年    9 月 増山雅久税理士事務所（現　税理士法人トッ
プ会計事務所）入所

    1996年    4 月 中央クーパースアンドライブランド国際税務
事務所（現　ＰｗＣ税理士法人）入所

    1997年    3 月 税理士登録
    1998年    4 月 東京シティ法律税務事務所（現　税理士法人

東京シティ税理士事務所）入所
    1999年    2 月 株式会社タクトコンサルティング（現　税理

士法人タクトコンサルティング）入所
    2001年    1 月 増山雅久税理士事務所（現　税理士法人トッ

プ会計事務所）入所
    2002年    4 月 税理士法人トップ会計事務所社員（現任）、

同品川支店長
    2004年    4 月 同新宿支店長（現任）

―株

（重要な兼職の状況）
税理士法人トップ会計事務所社員

（補欠の社外監査役候補者とした理由）
税理士としての財務会計に関する高度な専門的知識を有しており、それらを社外監査役として当社の監

査に反映していただきたいためであります。なお、同氏は会社の経営に関与したことはありませんが、上
記の理由のとおり、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

第５号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いする

ものであります。
また本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．吉田宏次氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

－ 41 －
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役員報酬額改定議案

役 職 氏 名 役 員 報 酬 （ 年 額 ） 備 考

代 表 取 締 役 社 長 山 田 晃 久 90,000千円以内

取 締 役 米 田 　 豊 30,000千円以内

取 締 役 田 中 光 行 30,000千円以内

取 締 役 新 川 洋 司 30,000千円以内

取 締 役 大 谷 明 弘 30,000千円以内 社外取締役

取 締 役 権 田 修 一 30,000千円以内 社外取締役

第６号議案 取締役の報酬額決定の件
第３号議案の取締役６名選任の件のご承認可決を条件に、本年度の各取締役の報酬額につきまして
は、前年実績等を勘案し、以下のとおりとすることにつき、ご承認をお願いするものであります。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといた
したいと存じます。
本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給額、現在の役員の員数及び今後の動向等を総
合的に勘案のうえ取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。
また、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は事業報告に記載のとおりでありま
す。

役職につきましては、選任後の取締役会で決定の予定であります。
当社代表取締役山田晃久氏は、2008年９月１日付で司法書士法人山田合同事務所（以下、単に

「司法書士法人」という）及び土地家屋調査士法人山田合同事務所（以下、単に「土地家屋調査士法
人」という）の社員に就任しており、両法人に対し出資を行っております。
当社は2013年９月１日より、司法書士法人及び土地家屋調査士法人への派遣事業を再開し、当事

業年度において同各法人に対し総額1,134,545千円（売上高）の取引があります。

以　上

－ 42 －
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地図

B1F 入口 ヨドバシカメラ

横浜駅

髙島屋

中央広場

中央モール

横浜駅西口

ジョイナス

ジョイナス

■交通のご案内
ＪＲ・私鉄各線・横浜市営地下鉄
「横浜駅」西口より徒歩約５分

※横浜駅西口から地下街（ジョイナス）を通
り、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
のＢ１Ｆ入口までお進みください。

※駐車場はご用意いたしておりませんので、ご
了承ください。

株主様へのお願い

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、株主の皆様におかれましては、書面による事前の
議決権行使にご協力いただき、当日のご来場をお控えいただきますようお願い申しあげます。
なお、今後の状況により本総会の運営に大きな変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェ
ブサイト（https://www.yamada-servicer.co.jp）にてお知らせいたします。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図
会　場　神奈川県横浜市西区北幸一丁目３番23号
　　　　横浜ベイシェラトン　ホテル＆タワーズ　５階「日輪」
　　　　電話番号　045-411-1111（代表）

■地上図

ヨドバシカメラ

モアーズ

ＮＴＴ

内海橋

横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ

2階入口
歩道橋

西口バスターミナル
交番

西口地下街へ

横浜駅西口

髙島屋

横浜駅

みなみ
通路 JR線 横浜駅

東急東横線
みなとみらい線 横浜駅

横浜駅京急線

北通路
至東京

▼YCAT

中央通路

ジョイナス

相鉄線

横浜市営地下鉄  横浜駅

首
都
高
速
三
ツ
沢
線

■地下図


